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第1章 運営基本方針
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1.⻲有地域観光拠点施設管理運営計画の基本的な考え方

［運営基本方針］
⻲有地域観光拠点施設（以下「本施設」といいます。）は、これまで漫画『こちら葛

飾区⻲有公園前派出所』（以下「こち⻲」といいます。）の舞台として様々な観光施策
を推進してきた⻲有地域において、観光まちづくりを⼤きく発展させるため、令和４年
度に策定した「⻲有地域観光拠点施設整備の基本的な考え方」（以下「基本的な考え
方」といいます。）に基づいて整備するものです。

基本的な考え方では、持続可能な観光を進めるため、住⺠と観光客の双方にとって魅
力あふれる地域をつくり、区と商店街・自治町会が協働して観光まちづくりを推進して
いくことを目指すことといたしました。

本施設の管理運営においても、つくって終わりにするのではなく、地域の意見や企画
を地域との協働により実行していくことでより良い施設へと育てていき、観光客はもと
より、地域の方々にも末永く愛される施設づくりを目指します。

地域との協働を念頭に置いているからこそ、この「⻲有地域観光拠点施設管理運営計
画」（以下「管理運営計画」といいます。）には、⻲有地域の方々に参加いただいた
「地域検討会」や「ワーキンググループ」の意見を可能な限り反映しています。

また、管理運営計画に基づき、施設を軸として様々な施策を推進することで回遊性を
向上させ、これまで以上の地域活性化及び商店街振興を図ることで、地域の発展に寄与
することを目的とします。

出典：「⻲有地域観光拠点施設整備の基本的な考え方」

＜⻲有地域における観光まちづくりのイメージ＞
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2.運営業務内容の整理、検討体制

［運営基本方針と各計画との関係］
運営基本方針に基づき、本施設の各業務を８つの計画として整理します。
この８つの計画には、観光拠点施設として、集客的な側面を持つ部分が多く含まれて

います。
それぞれの内容については、次章以降で触れていきます。

＜管理運営計画の概念図＞

［検討体制］
管理運営計画の策定にあたり、地域住⺠や関係機関で構成する地域検討会及び

ワーキンググループにおいて様々な検討を行いました。
○地域検討会

運営計画（施設運営の前提となる休館日や利用料金など）やBI計画について検討
構成：自治町会、商店会、関係機関

○ワーキンググループ
事業計画（地域回遊・連携、一部開館準備計画）、物販計画（グッズ開発）、

広報・PR計画について検討
構成：地域住⺠有志、関係機関
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3.施設概要

［所在地及び建物概要］
本施設は⻲有駅より約250ｍ（徒歩３分）に位置しており、
当該地は⻲有駅からアリオ⻲有までの動線上という⾮常に

人通りが多い場所です。
施設所在地 葛飾区⻲有三丁目32番17号
土地面積 約190㎡
構造等 鉄筋コンクリートと鉄骨の混構造、5階建て
延床面積 約540㎡

［施設平面図］
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3.施設概要

［施設パース図］
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3.施設概要

［展示コンセプト］

１階
受付

（派出所）
５階

導入展示
４階

映像展示
３階

体験展示
２階

体験展示
１階

交流スペース
物販スペース

IN ⻲有の
まちへ

「こち⻲」の世界 ⻲有のまち

＜展示の基本的な考え方＞
施設全体を⼀つのストーリーで繋ぎ、「こち⻲」の施設から⻲有

のまちへと誘う
「こち⻲」の世界観を表現しながら、「⻲有のまち」とシンクロしていく展示構成

とすることで、来館者が施設にとどまらず、⻲有のまちに繰り出したくなる展開とし
ます。

＜ストーリー＞
逃げる両津を大捜査！！
〜派出所から始まる両さんの追跡ストーリー〜

派出所の上に自分の記念館を作ってしまった両さん。
それに気づいた⼤原部⻑は激怒。
来館者は、⼤原部⻑からの依頼により、逃げ出した両さんを追いかけ館内を巡りま

す。

＜展示の特色＞
〇「こち⻲」の「遊び⼼」を取り入れた体験性

ゲーム性のある展示や、五感で楽しむ展示を展開します。

〇何度でも来たいと思える、常に新鮮な体験を提供できる更新性
デジタルコンテンツなど、更新しやすい手法を活用します。

〇誰もが楽しめる展示環境
「こち⻲」の世界観を⼤切にしつつ、ユニバーサルデザインや多⾔語対応に配慮し

ます。
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3.施設概要

1階

2階

「こち⻲」の舞台となって
いる派出所を表現したエン
トランスです。季節に応じ
た外観装飾など実施します。

グッズの販売スペースです。
物販計画のもと、リピーター
獲得を目指し魅力的なグッズ
を検討します。

エレベーターを待つ間に見ていただく展示です。
両さんが自らお出迎えしてくれます。

⻲有のまちの魅力を発信して、まちを巡る起点
となる場です。また、展示コーナーも併設し、
両さんが⻲有の歴史や⾵景を紹介します。

１フロア使用する⼤きな
体験展示です。
物が動く、においがする
など、五感で楽しめる展
示を展開します。また、
展示物の配置や見た目が
少しずつ変化します。

［展示内容］

3階

「こち⻲」の名場
面を再現します。
ゲーム性のある展
示やデジタルコン
テンツの活用など、
様々な体験展示を
展開します。



9

館内案内にも「こち⻲」に登場した
キャラクターが登場します。
各所に登場することで、「こち⻲」尽
くしの世界を表現します。

3.施設概要

4階

5階

両さんや「こち⻲」が⽣ま
れるきっかけとなったアイ
テムがずらりと並びます。

「こち⻲」の原画（⼆次元）を展示するだけでなく、映
像を組み合わせた、次元を超えた動きのある展示空間と
します。また、企画展示を実施する空間としても活用し
ます。

「こち⻲」の世界を感じられ
る導入展示として、作品に登
場する「両津⼤名神社」を表
現します。有料コンテンツと
して、キャラクターデザイン
を活用したおみくじを展開し
ます。

その他

［ファサード（建築外観）］

な
ん
だ

こ
の
派
出
所
は
！
？

1階部分は「こち⻲」に登場する見慣れた派出所ですが、
上層階に目を移すと、ファサード（建築外観）がマンガ
のコマ割りにようになっていて、道行く人びとを「こち
⻲」のマンガ世界へと誘います。
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第2章 運営計画
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1.施設運営の基本情報の考え方

運営計画は、施設運営の根幹である「開館時間」、「休館日」、「利用料金」、「入場
方法」といった諸条件を定め、明確に示すものです。

これらの項目は、実際に⻲有地域で⽣活・活動している地域の方々の意見を取り入れる
ため、地域検討会で議論いただきました。

［開館時間について］

［運営計画概要］

開館時間については、地域との連携の図りやすさや、運営にあたってのスタッフ配置
などを考慮したうえで決定する必要があります。本施設の前面道路は、⻲有駅からアリ
オ⻲有へ向かう通りであるうえ、⽣活道路としても機能していることから⾮常に人通り
が多く、その属性は、通勤・通学から観光まで様々です。

検討を進めるにあたり、地域検討会においては、「周辺商店街の営業時間とあわせた
ほうが良い」、「インバウンド対応が必要（遅い時間に開いているほうが良い）」との
意見がありました。

これらを踏まえ、開館時間は午前10時から午後6時までの8時間を基本とします。
ただし、⻲有地域では様々なイベントが開催されていることも考慮し、行祭事などに

合わせて開館時間を延⻑することも想定しています。
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1.施設運営の基本情報の考え方

本施設は建物の設備等のメンテナンスのほか、デジタルコンテンツや体験型展示が多い
ため、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。そのため、定休日の設定を前提とします。
定休日を設定することで、来館者にとっても計画が立てやすくなります。

これらを踏まえ、定休日を週1回と月1回にて検討を行いましたが、地域検討会において
週1回では多いとのご意見があったことなどから、月1回（平日）とします。また、年末年
始においても、一定の来館者数が見込めることから、開館することとします。

［入館料について］

［休館日について］

入館料については、来館ターゲットがファミリー層であることや「こち⻲」が少年誌
の作品であることから、子どもが来館しやすい料金設定とする必要があります。また、
料金区分はシンプルかつ来館者に分かりやすい設定であることが必要です。

区分は分かりやすさを重視し、大人（高校生以上）、子ども（小中学生）及び未就学
児の3区分とします。

入館料の設定に当たっては、地域検討会において、「区内外類似施設とバランスを
とったほうが良い」、「安い方が良い」とのご意見がありました。また、本施設は観光
施設であると同時に区⺠にも親しまれる施設を目指していることから、区⺠が気軽に入
館できるよう、区⺠割引料金を設定します。

これらを踏まえ、次のような料金体系を検討します。

⼤人 高校⽣ 中学⽣ 小学⽣ 未就学 児

⼤人 子ども 未就学児
通常料金 700円 300円

無料 
区⺠割引 500円 100円

＜参考＞
葛飾柴又寅さん記念館
山田洋次ミュージアム

豊島区立
トキワ荘マンガミュージアム

江⼾川区立
角野栄子児童文学館 三鷹の森ジブリ美術館 川崎市

藤子・F・不⼆雄ミュージアム

一般：500円
小中学⽣：300円

シニア（65才以上）：400円
団体（20名以上）：400円

⼤人：500円
小中学⽣：100円

※特別企画展期間中のみ全館有料
※企画展により変更の場合あり

※団体割なし

（区内在住、在勤、在学）
一般（15歳以上）：500円

子ども（4歳〜中学⽣）：200円
（その他）

一般（15歳以上）：700円
子ども（4歳〜中学⽣）：300円

※団体（20名以上）2割引

⼤人、⼤学⽣：1,000円
高校、中学⽣：700円

小学⽣：400円
幼児（4歳以上）：100円

※団体割なし

⼤人、⼤学⽣：1,000円
高校、中学⽣：700円

子ども（4歳以上）：500円
※団体割なし

※このほか、団体等各種割引についても検討します。



13

1.施設運営の基本情報の考え方

施設の入館方法は、時間指定の事前予約制や当日券（現地販売）が考えられます。
開館後は、本施設のキャパシティ、混雑状況や滞留時間、各フロアのボトルネック

となるポイントなどを見定めるため、一定期間、来館者動向をモニターする方向が望
ましいと考えます。

また、特に混雑が予想される開館当初は、施設前面道路に来館者があふれてしまう
ことが想定されます。地域検討会においても同様に、「安全面を考慮すると事前予約
性が良い」といったご意見がありました。

これらを踏まえ、開館当初は事前予約制を中⼼とした運用とし、予約状況を見なが
ら当日券の販売を行う運用を検討します。

※１階（交流・物販スペース）については原則入館無料の想定ですが、上記と同様、
開館当初は混雑が見込まれるため、チケット購入者のみ入館可とする運用を検討しま
す。

［想定来館者数］

［入館方法について］

施設のキャパシティや来館者の動線を考慮すると、来館者が快適に施設を見学できる
人数は、１日当たり約500人と考えられます。また、前述のとおり定休日を月１回と設
定することから、開館日数は１年あたり約350日となります。

これらを踏まえ、開館日数や営業時間（1日8時間）を踏まえて計算すると、１年間の
来館者数は約15万人〜17万人と想定されます。

※参考：葛飾柴又寅さん記念館来館者数
平 成 30 年 度 ：１５３，７６９人
平成31（令和元）年度：１８０，２３４人
令 和 ２ 年 度 ： ４３，０５１人
令 和 ３ 年 度 ： ４５，０５４人
令 和 ４ 年 度 ： ９５，７４７人
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2.運営形態

新規施設の運営にあたっては、まず、来館者数や有料コンテンツ体験者数、物品販売
数などの各種実績の情報を整理しつつ、ノウハウを蓄積する必要があります。そのため、
本施設の運営形態については、開館当初から５年間を「業務委託」とします。

その後、委託契約期間内で整理した情報及びそれに伴う業務量を精査したうえで、指
定管理者制度ガイドラインに基づき、指定管理者制度への移行の適否を検討します。

開業年度 2年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目
業務委託期間

指定管理者
による運営開始移行準備期間

情報整理・業務量精査

事業者選定準備期間

選定・議決

締結

運営方式 業務委託（⼀部を含む） 指定管理者 

概要 
主要業務を業務委託等により外部組織が担当す
る。 

主要業務をはじめとする全ての業務を、指定管
理者となった外部組織が担当する。 

導入事例 

・杉並アニメーション ミュージアム 
・高岡市藤子・F・不⼆雄 

ふるさとギャラリー
・豊島区立トキワ荘マンガミュージアム 

・石ノ森萬画館 
・川崎市藤子・F・不⼆雄 ミュージアム 
・新潟市マンガ・アニメ情報館 
・氷見市潮⾵ギャラリー 

業務委託（⼀部を含む） 指定管理者 

⺠間の関与

事業方式のねらい

小 大

公共性担保の
確実性 事業全体の

経費抑制

［運営形態］

＜委託契約から指定管理者制度への移行イメージ＞
開館からの運営イメージです。指定管理者制度ガイドラインに基づき検討する場合、以下

のような想定となります。
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3.運営組織体制

施設運営にあたっては、地域との連携や広報・PR施策などの情報発信事業にも注力す
ることが求められます。そのため、運営機能および施設管理機能ともに専門分野に特化
した運営体制を構築する必要があります。

［本施設の組織について］

担当 担当内容

運
営
機
能

施設管理者
（館⻑／副館⻑）

施設全体の管理運営責任者
・担当部局との連携および報告
・労務管理・維持管理
・システム、サービス管理・危機管理
・金銭及び業績･財務管理
・個人情報管理
・外部との折衝および状況把握
・各種事業の計画・実施（企画・調整）
・日常管理および調整 他

広報・地域連携管理者

情報発信や地域連携推進責任者
・各種情報発信
・地域との連携事業推進
・各種事業の計画・実施（企画・調整）
・システム管理

運営担当チーフ 管理者 補佐
（運営担当）

物販担当チーフ 管理者 補佐
（物販担当）

運営職員

各運営事業の実施
・来館者の案内誘導
・受付対応
・巡回対応
・各種問い合わせ対応
・物販

運営スタッフ 運営職員の実施補助

施
設
管
理
機
能

施工管理者 建物・展示物の維持管理

警 備 施設内雑踏警備・周辺雑踏（交通）警備・機械警備
※開業当初期間および繁忙想定日に配置

清 掃 日常清掃および定期清掃
※営業前清掃を基本、日中は⾮常勤の巡回
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3.運営組織体制

本施設の整備については、これまで２年間にわたり、地域の方々と協働して進めてきま
した。令和６年度末のオープンを迎えるにあたり、引き続き地域の方々と協働し、より具
体的なイベントの企画や広報・PRを推進していきます。

それらを含めた開館後の施設運営についても、地域の方々の意向を反映させるため、地
域検討会やワーキンググループを土台とした（仮称）運営協議会の設置を検討します。

［地域を含めた運営体制の構築について］

［施設と地域との連携・運営組織体制の構築について］
＜組織機構の流れ（案）＞

組織 担当 担当内容

本施設
館⻑
事業担当
受付担当
スタッフ

施設全体の管理運営責任者
地域連携事業等の企画立案・実施
来館者おもてなしサービス実施
各担当者のサポートなど

⻲有地域
⻲有地区町会自治会連合会
⻲有地区商店街協議会
関係機関
各種団体（学校、地域団体など）

地域のステークホルダーとしての活動内
容の共有、運営協議会への協議員推薦

（仮称）運営協議会 各組織からの推薦 施設運営の方向性、具体的な施策につい
ての協議

葛飾区 観光課
商工振興課 など

本施設の設置者、観光振興事業
商店街振興事業

維持管理
設備保守担当事業者
清掃事務担当事業者
セキュリティー担当事業者
展示保守担当事業者

定期的なメンテナンス、清掃、突発事態
への対応など

＜組織体制（案）＞
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4.安全・危機管理

来館者が安⼼・安全に楽しめる施設運営を行えるよう、そして、地域住⺠の迷惑にな
らないよう、日常的に安全対策を行い、事故・事件を未然に防ぐ必要があります。一方
で、地震や台⾵等の天災や、事故・怪我人・急病人等の思わぬ事態はいつ発⽣するかは
予測ができません。

そのため、事前にこれらの事案を想定した予防や安全対策を準備しておく必要があり
ます。また、緊急時には冷静かつ迅速に対応をすることが⼤切になるため、日ごろから
訓練や研修などを実施し、有事に備える教育を行っていきます。

［安全・危機管理体制の構築について］

施設の管理者は普通救急救命及び防火・防災管理の有資格者とします。

［安全・危機管理の準備］

・防犯について
消防計画等は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況や、その使用状況に応じて防

火管理者が作成し、所轄の消防署⻑に対して届出を行います。
また、消防計画書作成とともに、有事の際に誘導計画を作成しておく必要があります。
スタッフが実際に誘導できるように各フロアごとに誘導計画を作成し、避難訓練を実

施します。

［消防計画及び災害発生時の誘導計画について］

危機管理の研修は、開業前から実施していきます。特に各フロアにおける避難経路の
確認と消火設備の場所やその使用方法などを中⼼に実施していきます。

避難訓練のうち、年１回以上を⼤規模訓練とし実施していきます。
・避難訓練（発火）
・地震訓練
・AED訓練
・救急救命訓練 などを計画していきます。

［安全・危機管理の研修］
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4.安全・危機管理

［事案別対応マニュアル＜案＞］

葛飾区

【警備担当】
警備会社

施設管理委託会社

警察署

消防署

救急相談センター

病院

【緊急時連絡体制】（例）

状況報告 指示

連絡・通報

【施設担当】
施設管理者

緊急事案発生

危機対応マニュアル(リスクマネジメント)の作成
消防計画書の作成（所轄消防との調整）
緊急連絡網の作成（葛飾区・事業者・所轄警察・所轄消防など）
不審者、不審物対応マニュアルの作成
病院一覧の作成
救急搬送マニュアルの作成
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5.おもてなし

＜開業前（案）＞

⻲有のイメージや「こち⻲」のイメージ、館の特性などに合わせたサービス⽔準を設定
することで、楽しさ・賑わいの空間づくりと来館者の思い出づくりに寄り添っていきます。

・防犯について［サービス水準について］

安定した施設運営を遂行するため、基礎研修マニュアルを基本とした教育及び研修計
画を推進していきます。

・防犯について［研修について］

基礎マナー研修

危機管理研修

避難誘導研修

防災訓練

接遇研修
オペレーション研修

バリアフリー研修

リカレント研修

接遇研修

事案別対応研修
UD研修

類似施設見学

危機管理研修

避難訓練研修
消火器研修
AED研修

＜開業後（案）＞

・防犯について［ユニフォーム計画］
施設運営におけるユニフォームは、スタッフの一体感を醸成し、プロフェッショナ

リズムを示す重要な要素です。ユニフォームは来館者に清潔感や信頼性を伝える役割
があり、施設のイメージやブランディングに反映されます。

ユニフォームについては「こち⻲」らしさや⻲有らしさなどを考慮したデザインを検
討していきます。
※ブランディングとアイデンティティ：

ユニフォームは施設のイメージやブランドを代表する要素となり、
色やデザインなどが統一されていることで、来館者へ明確な
アイデンティティを提供できます。
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施設内において、多様な来館者（高齢者、障がい者、外国人など）が快適に楽しめる
空間を提供する必要があります。

ハード面では、ピクトグラムや段差のない床、だれでもトイレなどを整備します。
ソフト面では、手話ボードや翻訳アプリによる対応などを進めていきます。
また、イベントについても、企画段階から近隣や多様な来館者が参加できるよう工夫

していきます。

5.おもてなし

［ユニバーサルデザイン計画］

［多言語対応計画］
インバウンド来館者に向け、多⾔語対応を計画していきます。新規開館時の対応⾔語

は、日本語・英語・韓国語・中国語（繁体字）の4か国語として計画します。
来館者の動向に合わせて他の⾔語が必要と判断した場合は、対応⾔語を増やすことも

検討します。
＜多⾔語対応（例）＞

・パンフレット ・施設内サイン ・案内板
・展示説明 ・商品案内
・ホームページ ・SNS ・ポスターやチラシ など

［誘導サイン計画］
誘導サインは、施設へのアクセスをより分かりやすくするために設置するものです。
本施設の整備にあわせ、施設への誘導に加え、「こち⻲のまち ⻲有」として、地域

全体で作品の世界観を作り出すことができるよう、「こち⻲」キャラクターなどを活用
した誘導サインの設置を検討します。

また、既存のキャラクター銅像やデザインマンホールなどと組み合わせた回遊イベン
トを実施することで、地域回遊を一層促進していきます。

キャラクター銅像 デザインマンホール 公共サイン
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第3章 維持管理計画
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1.建物の維持管理の考え方

施設維持管理計画では、「施設そのもの（建築物）」および「施設に設置されている
設備（造作物）」や「展示物」などを中⻑期的な計画のもと、修繕やリニューアルなど
多角的に予測し計画していきます。

施設及び保有財産の状態を良好に保ち、安⼼・安全に施設を利用できるよう、以下の
内容を実施していきます。

・施設（建築物）、設備等の保守管理
・施設（建築物）、設備等の定期点検、法定点検
・展示物、装置、備品等の保守管理 など
また、自主的な点検と法令等に定めのあるものは、その規定に準じ実施していきます。

修繕計画は、建物の機能を維持していくために必要な修繕・更新工事の時期とそれら
の費用を予測する計画です。

中⻑期修繕計画の対象とする期間は幅があり、作成する目的や作成する時点の築年数
によって計画していきます。

［維持管理計画概要］

［維持管理の考え方］

［施設（建築物・設備）］

［施設に設置されている造作物］
〇予防保全

設備が問題なく稼働している状況において、トラブルが発⽣する前に予測し、事前に
対策を講じることです。事前に決められた点検項目をチェックし、保全にあたっていき
ます。これらは定期メンテナンスのことを指します。

〇事後保全
設備停止や不良品等が発⽣した際、その部品の交換や修理を行っていきます。また、

その原因を追究し、定期メンテナンスの点検項目に反映させていきます。
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第4章 事業計画
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1.イベントの考え方

本施設を拠点とし、⻲有地域全体を楽しむことができるよう、⻲有地域及び本施設に
相応しい事業を構築していきます。

事業計画は、⼤きく「施設内でのイベント」と「地域全体を活用したイベント」に分
けられます。

その中で、特に「地域全体を活用したイベント」について、ワーキンググループにお
いて地域の方々と検討を行いました。

［事業の考え方］

［施設内でのイベント］
施設内でのイベントとして、周年イベントやキャラクターに焦点を当てたイベント

（主要キャラクターの誕⽣日記念等）、原画等を活用した企画展などについて検討をし
ていきます。

なお、施設内のイベントであっても、地域と協働することで、回遊に繋がるよう取り
組んでいきます。
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1.イベントの考え方

［施策の方向性］

常設の回遊施策

⻲有地域には、キャラクター銅像やデザインマンホールといった回遊スポットが存在
しています。これまで⻲有地域では、一般的によく見られるスタンプラリーや謎解きイ
ベントなどの回遊施策を、回遊スポットを絡め期間限定で実施してきました。

本施設は観光拠点施設として常設されることから、本施設の特徴を⽣かした、いつ来
ても参加できる回遊施策を実施していきます。

例１）スタンプラリー

［イベントの方向性］

［地域全体を活用したイベント］
地域全体を活用したイベントについては、「施設を拠点とし、⻲有地域全体を楽しん

でいただく」ことを目的とします。
そのため、施設のストーリー（部⻑から逃げる両津）にあった常設の回遊プラン及び

地域イベントとの連携について検討を行いました。
また、開館と同時に地域の賑わいを創出するための開館記念イベントについても検討

を行いましたが、こちらについては「８ 開館準備計画」で触れることとします。

前述の目的を前提とし、ワーキンググループにおいて、常設の回遊プラン及び地域イ
ベントとの連携について、以下のとおり整理しました。
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1.イベントの考え方

例２）「こち⻲」まちなか装飾

⻲有地域では、自治町会・商店街のお祭りやイベントなどが数多く開催されています。
本施設においても、⻲有地域全体を盛り上げるため、既存の地域イベント等と積極的に
連携していきます。
例）クイズラリー

地域イベントとの連携
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1.イベントの考え方

開館後についても、以下のような⻲有ならではのイベント・取組を企画・運営するこ
とで、地域全体を盛り上げます。

例１）イラストコンテスト
「こち⻲」と⻲有をテーマにしたイラストコンテスト。入賞者にはオリジナルグッズ

をプレゼントするほか、施設内や商店街などのまちなかに作品を展示する。
※区分例：一般の部／中学⽣の部／小学⽣の部

例２）⻲有かるた（グッズとの連携）
「こち⻲」にゆかりのある⾵景や⻲有の歴史など、地域にまつわるかるたを作成する。
イラストコンテストと連動し、入賞者の絵を採用するなどの展開も考えられる。

例３）子ども神輿
地域のイベントなどと連携し、施設前の道路などで子ども神輿を

担いでもらう。

地域性を活かしたイベント

商店会と連携し、入館者が店舗で様々なサービスを受けられるチケット特典サービス
の導入についても検討します。

商店会との連携

児童・⽣徒が描いた絵の掲出やオープニング式典での楽器演奏など、⻲有地域の学校
との様々な連携方法を検討します。

学校との連携
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第5章 物販計画
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1.グッズの考え方

観光地におけるグッズについては、一般的に「施設で販売するグッズ」と「地域
で販売するグッズ」に分けられます。中でも観光施設で販売するグッズは、施設に
来館した思い出を持ち帰っていただくことができる⾮常に重要なもので、リピー
ターの獲得にも繋がります。

ワーキンググループでは、施設オリジナルグッズをどのようなものにするかにつ
いて検討を行いました。

［グッズの考え方］

［施設で販売するグッズ］

セキグチ

学生コラボグッズ

モンチッチ

かるた

葛飾ブランド 東京和晒／北星鉛筆

例）

施設で販売するグッズについては、来館・再来館の促進を目的とし、本施設でしか購
入できない、葛飾区ならではのオリジナルグッズに焦点をあてました。

その上で、オリジナルグッズの考え方として、地域産業とのコラボ商品を検討しまし
た。

「こち⻲」ならでは：作品と親和性の高いグッズ（祭・昔遊び・既存観光資源など）

縁日グッズ・花札・ベーゴマ・かるた・トランプ
カプセルトイ・銅像消しゴム・マンホールメモ帳 など

手に取りやすいもの

アクリルスタンド・カレンダー（日めくり、卓上）・文具など

例）

このほかにも、「こち⻲」と親和性の高い「こち⻲」ならではのグッズや、来館者が
手に取りやすいグッズについても検討しました。

また、開館後についても売上の動向や最新のトレンドを分析しながら、継続してグッ
ズ開発に取り組みます。
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1.グッズの考え方

［地域で開発・販売するグッズ］
現在、⻲有地域では、⻲有地区商店街協議会により商店街オリジナルグッズが販

売されています。これ以外にも、様々な商店街や店舗などが「こち⻲」に関する
グッズを開発・販売することで、「こち⻲のまち ⻲有」として、より一層の盛り
上がりが期待できます。

また、⻲有地域は飲⾷店が数多くあることもあり、開発・販売するグッズについ
ては、モノだけでなく、ランチメニューなどのグルメ関係も考えられます。

例）「こち⻲」ランチ
両さんソーダ
中川財閥御用達スーツ
麗子特製ショートケーキ など

ただし、店舗が単独でグッズを開発・販売するには、版権利用などについてハー
ドルがあります。

そのため、「こち⻲のまち ⻲有」として、地域全体で盛り上がるためのグッズ
開発に対し、企画や版権元との交渉など、様々な支援を検討していきます。



31

第6章 広報・PR計画
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1.広報・PRの考え方

広報・PRは、各種メディアを活用し、区⺠にとどまらず区外やインバウンドに向けた発
信を行い、⻲有地域への来街促進を目的として実施するものです。

このため、広報・PRにあたっては、施設情報はもちろん、地域情報についても発信して
いくことで、⻲有地域への誘客を促進します。

例）・地域イベント情報
盆踊り⼤会、⻲有⾹取神社例⼤祭、⻲有まつり、
おいでよ⻲有WinterFestival 、両さんまつり
⻲有⻄三自治会SummerFes など

・グルメ情報
また、時期についても、開館前から戦略的に取り組むことで、

施設開館の認知度向上及び機運醸成を図っていきます。
これらを踏まえ、広報・PRについては、「施設と⻲有地域全体を効果的にPRすること」

を目的とし、施設情報の発信方法及び地域情報の発信方法について、ワーキンググループに
おいて検討を行いました。

［広報・PRの考え方］

［広報媒体の種類と情報］
広報媒体の種類は⼤きく分けて“紙媒体”と“web系”に区分することができます。
発信する情報にあった媒体を有効に活用し、PRしていくことが重要です。
また、特に地域情報に関しては、実際に活動している地域住⺠に自ら発信していただくこ

とも効果的です。
情報

イベント

公募案件

グッズ地域情報

施設情報 プチネタ

紙媒体

広報かつしか チラシ

パンフレット 少年ジャンプ

web

公式HP 公式SNS

インフルエンサーポスター
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1.広報・PRの考え方

［広報・PRの方向性］
発信する媒体を明確にしたうえで、ターゲット（国内・国外、年齢層など）ごとに効果的

な告知方法をとることとします。

例１）YouTuberやインフルエンサーなどによるPR

例２）公共交通機関を活用したPR
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1.広報・PRの考え方

例３）台湾旅行博への出展

例４）「こち⻲」まちなか装飾

例５）地域人材の活用
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第7章 BI計画
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1.BIの考え方

BI（ブランド・アイデンティティ）とは、顧客に持ってもらいたいイメージのことです。
本施設における顧客は、区⺠はもとより、「観光客」、「こち⻲ファン」、「週刊少年

ジャンプ読者層」などがあたります。
BI計画においては、これらの層に本施設の印象を強く植え付けることのできる、名称と

ロゴについて検討します。
施設名称と施設ロゴは、一般的に印象的であることや親しみやすいことを念頭におきつ

つ、⻲有地域と「こち⻲」に相応しいものを検討していきます。

［BI（ブランド・アイデンティティ）の考え方］

［施設名称］
施設名称の決定方法については、地域住⺠や全国の「こち⻲」ファンの期待感を高め

るため、投票形式を採用します。
地域検討会及びワーキンググループでの意見聴取後、版権元と協議を行い候補を決定

し、広報かつしかや『週刊少年ジャンプ』誌上で投票を呼び掛けることで、施設の開館
に向けたPRにも繋げていきます。

［施設ロゴ］
施設ロゴについては、広報PRやグッズ開発での活用も考慮し、親しみやすく、かつイ

ンパクトのあるものとします。
ロゴの方向性としては、以下の４つが考えられます。この方向性をもとに、より⻲有

地域や「こち⻲」に相応しいロゴを検討します。

両さんのイメージ コミックのタイトルのイメージ

週刊少年ジャンプのイメージ
施設フォルムのイメージ

※名称はロゴイメージを示すためのもので、今後決定していきます。
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第8章 開館準備計画
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要
員
計
画

運
営
計
画

収
支
計
画

1.開館準備業務の考え方

［想定される開館準備業務］
施設の開館準備は、⼤きく分けて収支計画、運営計画、要員計画となります。
特にサービスの根幹である運営計画と要員計画に関して準備する必要があります。

動線計画／入退館動線・HC動線 搬入出動線 緊急時 など

配置計画／安全・サービス面など機能面

収支計画／事業基盤（入館料／グッズ販売）など

事業計画／企画立案・調達調整・実施 など

商品計画／開発・価格・販路 など

広報計画／媒体選定・取材・原稿作成・撮影 デザイン制作 など

運営計画／館のルール・来館者対応 など

消防防災計画／設備・公的機関への申請 など

緊急時対応計画／有事別対応のルール作成・地域との連携 など

採用計画／掲出時期・媒体選定・原稿作成 など

研修計画／コンセプトから研修カリキュラム作成・期間時期設定 など

入館券販売計画／販売プラットフォーム など

ユニフォーム計画／コンセプトにあったデザイン、パーツ検討 など

労務管理計画／雇用契約・社会保険・福利厚⽣・労働時間管理方法など
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２.開館準備スケジュール

［開館準備スケジュール＜案＞］
施設を運営していくためには、少なくとも約半年前から、開館に向けた準備を本格的

に実施していく必要があります。
このスケジュールは、発注・契約締結の時期により前後する場合があります。

要
員
計
画

運
営
計
画

収
支
計
画

開館日6か月前 3か月前 1か月前

収入想定確定

商品選定と確定
業者確定と交渉

研修期間

SNSの運用開始

ポスター等の紙面媒体掲載

事業実施準備（オープニング／常設） 運用テスト期間

体制／配置計画

動線計画

チケット販売計画

緊急時対応
マニュアル作成

体制／配置計画

媒体調整 募集開始

面接選考

ユニフォーム検討

運営マニュアル
作成

研修期間

［開館に向けた課題］
新型コロナウイルスの感染が落ち着き、控えられていた団体旅行への需要が高まって

います。こうした状況から、観光バスの受入体制を整える必要があります。
現在は⼤型バスの受入実績を持つ公共施設や⺠間の観光バス駐⾞場を案内する想定で

すが、いずれも⻲有地域外となるため、引き続き⻲有地域内での受入れを検討します。
一般旅行客には公共交通機関での来館を周知していきますが、自転⾞・自動⾞で来館

された場合には、施設近隣の駐輪場・駐⾞場を案内することとします。
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3.オープニングイベントの考え方

［オープニング記念式典］
施設の開館にあたり、開館前の内覧会及び開館当日の記念式典を開催することが考え

られます。原作者である秋本治先⽣のほか、関係者や地域代表などによるセレモニーを
検討します（テープカット、除幕式など）。なお、セレモニー会場については、施設前
面道路や⻲有リリオパーク、⻲有公園などの活用を想定しています。

また、⻲有地域の小中学校との連携についても検討します。

例１）小中学校との連携
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施設開館をより一層盛り上げるため、記念式典にあわせたオープニングイベントを実
施します。

地域回遊につながるイベントや集客イベントのほか、若年層へアプローチできる方法
についても検討し、地域全体がお祭り気分で盛り上がり、「こち⻲」の雰囲気を創出で
きるよう取り組んでいきます。

［オープニングイベント］

例１）子ども神輿の活用

3.オープニングイベントの考え方

例２）限定ノベルティの配布
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例３）両津⼤発⽣中！

3.オープニングイベントの考え方

例４）オープン記念トークショー
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第9章 収支計画
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支出 収入

1.年間収支の考え方

［年間収支の考え方］
本施設の年間収支は、収入項目として事業収入（入館料、グッズ販売収入及び有料コン

テンツ収入）、支出項目として管理運営経費、集客事業関連経費及び保守管理関連経費で
構成する想定です。

管理運営経費
（人件費、光熱⽔費、版権使用料等）

集客事業関連経費
（イベント、広報・PR、グッズ等）

保守管理関連経費
（設備保守点検、清掃等）

事業収入
（入館料、グッズ、有料コンテンツ）

※葛飾区の実質的な負担

＜収支の構成（ランニングコスト）＞

このほか、開館年度にはイニシャルコストが発⽣します。イニシャルコストには、開館
準備にかかる管理運営経費のほか、開館記念イベントにかかる経費や事前の広報・PRに
かかる経費、備品関係の経費などが含まれます。

［年間支出の想定］
＜管理運営経費＞

交通費や社会保障費を含めた人件費や研修費、光熱⽔費などを試算し、約1億1,000万円
と想定しています。
＜集客事業関連経費＞

第４章〜第６章において整理した事業として、約2,000万円と想定しています。
＜保守管理関連経費＞

施設の維持管理費に関しては、類似施設の実績などから、約2,000万円と想定していま
す。

以上より、本施設にかかる年間支出は1億5,000万円を想定しています。
なお、このほかにも中⻑期的に修繕費及び改修費が発⽣することが想定されます。
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1.収支の考え方

［年間収入の想定］
＜入館料＞

入館料については、第2章に記載の料金体系及び想定来館者数をもとに試算します。
類似施設や区内イベントの実績を参考に、居住地と年齢層の割合を次のとおりと想定し

ます。
〇居住地 区内：区外＝4：6
〇年齢層 ⼤人：子ども：未就学児＝7：2：1
これらを踏まえ、想定来館者数を約15万人〜17万人として入館料を試算し、約7,000万

円〜8,000万円の収入を想定しています。
＜グッズ＞

グッズ販売については、区内類似施設である「葛飾柴又寅さん記念館」の売上実績等
（※）を参考に試算し、約1,500万円〜1,800万円の収入を想定しています。
＜有料コンテンツ＞

有料コンテンツについては、現在1コンテンツ（おみくじ・1回100円）を想定していま
す。利用者割合を想定来館者数の2〜3割として試算し、約200万円〜350万円の収入を想
定しています。

以上より、本施設の年間収入は約8,700万円〜1億円を想定しています。

［年間収支の想定］
以上より、区の負担は年間約5,000万円〜6,300万円を想定しています。この負担を軽減

するため、支出経費の縮減を図る一方、魅力ある展示やグッズなどにより、収入を増やす
取組が必要です。

※葛飾柴又寅さん記念館実績：来館者1人あたり約100円
「科学博物館におけるミュージアムショップの在り方調査検討委員会」報告書より
購入者数：来館者（⼤人のみ）の20％、購入額：平均約800円
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巻末資料
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1.検討の経過

〜令和４年度〜
令和４年４月11日 「⻲有地域観光拠点施設整備の基本的な考え方」の策定

４月28日 住⺠説明会
１ 事業概要について
２ 基本的な考え方について

５月10日 住⺠説明会
※４月28日と同内容

８月29日 第１回地域検討会
１ 会⻑・副会⻑の選出について
２ 地域検討会の進め方について
３ 事業概要について
４ 施設計画等について

10月27日 第２回地域検討会
１ 前回の振り返り
２ 設計の進捗について
３ 地域連携・地域回遊について

令和５年１月30日 住⺠説明会
・基本設計概要について

３月22日 第３回地域検討会
１ これまでの振り返りについて
２ 令和５年度の検討体制について

〜令和５年度〜
令和５年７月31日 第１回地域検討会

１ ⻲有地域観光拠点施設地域検討会運営要領の改正について
２ ワーキンググループメンバーについて
３ 令和４年度のおさらい及び令和５年度の進め方について
４ 管理運営計画について

８月17日
９月19日 ワーキンググループ（地域回遊・連携、広報PR、グッズ開発）
10月５日
10月23日 第２回地域検討会

１ 管理運営計画の策定状況について
２ ワーキンググループ企画書について

令和６年２月頃 第３回地域検討会（予定）
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2.参考資料

〜令和４年度〜
⻲有地域観光拠点施設整備の基本的な考え方
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1028437.html
⻲有地域観光拠点施設地域検討会
第一回 https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1029882.html
第⼆回 https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1030664.html
第三回 https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1032139.html

⻲有地域観光拠点施設基本設計概要（住⺠説明会資料として配布）
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1031247.html

〜令和５年度〜
⻲有地域観光拠点施設地域検討会
第一回 https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1033257.html
第⼆回 https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1033607/1033754.html
第三回 未掲載

https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1028437.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1029882.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1030664.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1032139.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1031247.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1033257.html
https://www.city.katsushika.lg.jp/tourism/1000064/1030204/1033607/1033754.html
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Ⓒ秋本治・アトリエびーだま／集英社

⻲有地域観光拠点施設管理運営計画
令和６年３月

＜＜編集・発行＞＞
葛飾区産業観光部観光課観光担当係

〒125-0062 葛飾区⻘⼾７−２−１ テクノプラザかつしか２階
03(3838)5558



 

 

 

資料２ 

 

施設名称投票結果について 

 

１ 投票結果 

  地域検討会等から募った案をもとに、版権元である（株）集英社と調整のうえ候補

を決定した。投票結果は以下のとおり。 

名称候補 投票数 投票割合 

こち亀記念館 695 56％ 

こちら葛飾区亀有三丁目記念館 319 26％ 

こちら両さん記念館 113 9％ 

葛飾区立両津勘吉記念館 110 9％ 

  ※投票総数 1,237件 

   インターネット投票1,144件、はがきによる投票25件、現地投票（亀有地区セン

ター）39件、現地投票（ゆうろーどサービスカウンター）29件 

 

２ 投票方法 

（１）投票期間 

   令和６年１月１日（月）から１月31日（水）まで 

（２）投票方法 

  ①インターネット投票 

②はがきによる投票 

  ③現地投票（亀有地区センター、ゆうろーどサービスカウンター） 

（３）周知方法 

   広報かつしか（12月25日号）及び区ホームページ等へ掲載するとともに、『週刊

少年ジャンプ』（1月6日号）にも記事を掲載いただき、幅広い層に周知した。 

 

３ その他 

（１）投票結果については、広報かつしか（3月25日号）及び区ホームページにて公表

予定。 

（２）投票していただいた方から、抽選で100名にこち亀オリジナルポストカードを送

付する。 



令和６年度実施事業（案）について

地域回遊・連携 広報・PR グッズ開発 オープニングイベント

デジタルスタンプラリー 〇 約500万円

YouTuberやインフルエンサーなどによるPR 〇

公共交通機関を活用したPR 〇

「こち⻲」まちなか装飾 〇 〇 約2,000万円

コラボグッズ制作 〇

手に取りやすいグッズ制作 〇

個店への支援・補助 〇 約700万円

小中学校との連携 〇

子ども神輿 〇

限定ノベルティの配布 〇

両津⼤発⽣中！ 〇

オープン記念トークショー 〇

クイズラリー 〇

イラストコンテスト 〇

⻲有かるた（グッズとの連携） 〇

地域人材の活用 〇

合計額 約2,500万円 約2,650万円 約2,000万円 約600万円 －

※「こち⻲」まちなか装飾は重複

予算額

約150万円
※このほか、運営事業者が実施す

るものとして500万円程度

約1,300万円

約200万円
※このほか、施設運営事業者が実
施するものとして400万円程度

項目
令和６年度の取組 令和７年度以降の

取組

令和６年度の実施事業（案）は下表のとおりとなります。
参考に、令和７年度以降に実施していきたい事業についても記載しています。

資料３



令和６年度以降の検討体制について

資料４



・２年間にわたり、地域の方々との協働により整備を進めてきました。
・令和６年度末の開館を迎えるにあたり、引き続き、地域の方々と協働して、より具体的なイベ
ントの企画や広報・PRを積極的に推進していきます。
・開館後の施設運営にも地域の方々の意向を反映させるため、地域検討会やワーキンググループ
を土台とした組織体の設置を検討してまいります。

令和４年度
基本的な考え方

令和４年度
地域検討会の実施

令和５年度
地域検討会及び

ワーキンググループの実施

令和６年度
（仮称）運営協議会の設置・運営

具体化す
るための
組織化

継続的な
運営体制
の検討

管理運営に関する意見、
ワーキンググループ企画
等についての協議

地域回遊イベント、オー
プニングイベント、施設
オリジナルグッズ、グッ
ズ開発支援、開館に向け
た広報・PR等についての
企画検討

地域検討会

ワーキンググループ

承認

事務局

報告

提出

施設運営
受注者

葛飾区 地域住⺠
関係機関

（仮称）運営協議会

【主な取組案】
・ワーキンググループ企画案
の具現化
・地域と施設の連携施策企画
検討・実施（施設を軸にした
イベントと地域イベントの連
動、地域資源を活用したイベ
ントの企画、PRなど）

組織体設置のイメージ

１．令和６年度以降の検討体制と地域の連携について 2



２．今後のスケジュール（案）
R8年度以降

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

地域検討会

ワーキンググループ

運
営
事
業
者
決
定
予
定

施
設
開
館

R7年度R6年度

（仮称）運営協議会（予定）
検討会・ワーキンググループ実施

（仮称）運営協議会設置検討

令和６年度、しばらくは現在の
体制のまま地域検討会・ワーキ
ンググループを開催します。

地域検討会とワーキンググルー
プを土台とした、（仮称）運営
協議会の設置を検討します。
設置時期は引き続き検討いたし
ます。

施設開館後は、定期的に会合を
開催し、地域・施設・行政が、
⻲有地域を盛り上げていくため
の意見交換・イベント企画検討
を行う想定です
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本施設では、１階や外構部分のモニター、ホームページなどにより、地域情報を積極的に発信
する予定です。
これらの場所で発信していく情報について事前に整理しておくことで、効果的な発信に繋がり
ます。

来年度は、版権元との交渉の支援やとりまとめ、開発にあたっての補助事業を実施します。
「こち⻲のまち ⻲有」として盛り上げていくために、こち⻲グッズ、メニューを増やしてく
ことで、デジタルスタンプラリーなどと連携したり、施設で周知することも可能となります。

オープニングイベントは多数の来街者が想定されるため、それにあわせて学校との連携を含め
たまち全体が盛り上がる取組を実施することで、「こち⻲のまち ⻲有」として
来街者をおもてなしします。

・発信したい地域情報の整理

・オープニングイベントにおける盛り上げ

・こち⻲グッズ、メニューの制作

・常設回遊施策との連携
常設回遊施策（デジタルスタンプラリー想定）により、施設だけでなく、まち全体を回遊いた
だく仕組とします。これにあわせた取組を実施することも考えられます。

３．地域の皆様の関わり方（例） 4



４．（参考）学校との連携

学校との連携の一環として、今年度、⻲有地域の小中学校の児童⽣徒に絵を描いていただきま
した。
いずれも、令和６年３月１８日（月）より順次掲出していきます。

・児童生徒の絵の掲出

〇⻲有駅北⼝（⻲有公園防災倉庫）
⻲⻘小学校（78枚） 道上小学校（83枚）
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４．（参考）学校との連携
〇施設前面

一之台中学校美術部（１枚）
〇⻲有リリオパーク

⻲有中学校美術部（１枚）
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ご意見シート

氏名

ご意見がありましたらご記載ください。

※FAXの場合
令和６年３月22日（金）までに以下担当までお送りください。
葛飾区産業観光部観光課　松谷・中村あて
FAX番号：０３－３８３８－５５５１

資料５



有識者 日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム 副理事長 小室　裕一

亀有信用金庫
事業支援副部長

事業支援部主任調査役
駿河　信行
小口　修一

アリオ亀有 部長
真田　文仁
伊藤　裕之

JR亀有駅 駅長 西山　友治

亀有香取神社 宮司
唐松　範夫

長谷部　晴彦

亀有中央商店街振興組合 理事長 鳥山　太一

リリオ商店会 会長
石岡　子介

（代理：福岡　功）

亀有上宿商店会 会長 矢澤　登志和

亀有北口商店会 会長 鞠子　武夫

亀有北口一番街商店会 会長 佐々木　康雄

亀有銀座商店街振興組合 理事長

亀有中央町会 会長

亀有北口中通り商店街 会長
細井　良夫

（代理：大村　光一）

清交自治会 会長 島田　長富

亀有西三自治会 会長 花島　敏行

東五会 会長代行 梅田　信利

亀有五丁目西町会 会長 平岩　敏夫

亀有五丁目東自治会 副会長 平岡　秀康

リリオ自治会 会長 松原　徹

葛飾区 産業観光部 部長 長南　幸紀

地元委員

小河原　淳一

亀有地域観光拠点施設地域検討会
委員名簿

分野 所属 肩書 氏名

関係機関

参考資料



廣田　穣

笠井　理恵

濱田　嵩也

真田　文仁

伊藤　裕之

南原　貴志

唐松　範夫

長谷部　晴彦

亀有在住区民 鳥山　郁

亀有在住区民 佐藤　尚吾

亀有在住区民 茂木　允

亀有在住区民 大村　光一

亀有在住区民 小林　信吾

亀有在住区民 中田　哲也

亀有在住区民 佐藤　修平

亀有在住区民 五十嵐　道弘

亀有在住区民 赤松　史貴

亀有在住区民 佐野　政子

亀有在住区民 藤野　尚子

計　19名

亀有香取神社

地元委員

亀有地域観光拠点施設ワーキンググループ
委員名簿

分野 所属 氏名

亀有信用金庫

アリオ亀有
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